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審
議
会
が
こ
の
ほ
ど
設
置
さ
れ
、
６
月

１
日
に
第
１
回
、
７
月
２
日
に
第
２
回

の
審
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
審
議
会
は
、
町
内
外
の
「
産
官

学
金
労
言
（
産
業
界
、
行
政
、
大
学
、

金
融
機
関
、
労
働
団
体
、
言
論
界
）
」

や
住
民
代
表
な
ど
23
人
の
委
員
で
構
成

さ
れ
、
島
根
大
学
の
作
野
広
和
教
授
が

会
長
を
務
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

第
１
回
で
は
、
執
行
部
か
ら
町
の
取

組
体
制
や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
説

明
し
、
３
つ
の
分
科
会
が
設
置
さ
れ
ま

　

今
後
は
さ
ら
に
、
チ
ー
ム
ご
と
に
問

題
構
造
分
析
な
ど
を
行
い
、
９
月
13
日

に
事
業
プ
ラ
ン
が
発
表
さ
れ
る
予
定
で

す
。

　

現
在
「
人
口
減
少
の
克
服
」
に
向
け
、

国
を
挙
げ
て
「
地
方
創
生
」
の
取
り
組

み
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
本
町
に
お
い

て
も
「
奥
出
雲
町
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
創
生
総
合
戦
略
」
策
定
に
向
け
、

様
々
な
角
度
か
ら
取
り
組
み
を
行
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
総
合
戦
略
策
定
に
あ
た

り
、
町
の
諮
問
機
関
と
な
る
総
合
戦
略

　

町
の
こ
れ
か
ら
を
若
者
の
視
点
で
考

え
る
、
奥
出
雲
町
若
も
ん
未
来
会
議
が

６
月
７
日
、
雲
州
そ
ろ
ば
ん
伝
統
産
業

会
館
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
会
議
は
、
奥
出
雲
町
が
「
住
ん

で
み
た
い
、
ず
っ
と
住
み
続
け
た
い
ま

ち
」
に
な
る
た
め
、
す
べ
き
こ
と
、
や

っ
て
い
き
た
い
こ
と
を
考
え
実
行
し
て

い
く
こ
と
を
目
的
に
、
町
内
外
か
ら
集

ま
っ
た
20
人
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
１
回
目
の
開
催
と
な
っ
た
こ
の
日

は
、
「
成
果
が
出
る
チ
ー
ム
を
つ
く
ろ

う
」
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
、
ワ
ー
ル
ド

カ
フ
ェ
と
い
う
手
法
を
使
っ
て
チ
ー
ム

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

県
が
支
援
し
て
い
る
「
し
ま
ね
企
業

参
加
の
森
づ
く
り
」
に
取
り
組
む
山
陰

酸
素
工
業
株
式
会
社
（
本
社
・
米
子

市
）
が
６
月
13
日
、
上
阿
井
の
「
た
た

ら
角
炉
伝
承
館
」
付
近
の
山
林
で
下
刈

り
作
業
を
行
い
ま
し
た
。

　

作
業
に
は
約
70
人
が
参
加
し
、
日
差

し
が
照
り
つ
け
暑
い
中
で
の
作
業
で
し

た
が
、
お
よ
そ
１
時
間
で
綺
麗
に
草
が

刈
り
取
ら
れ
ま
し
た
。

下
刈
り
作
業
の
様
子

し
た
。
ま
た
第
２
回
で
は
、
人
口
ビ
ジ

ョ
ン
・
戦
略
骨
子
の
案
が
提
案
さ
れ
ま

し
た
。

　

今
後
は
、
庁
内
推
進
会
議
、
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
会
議
等
の
検
討
結
果
も
踏
ま
え
、

10
月
末
の
戦
略
策
定
を
目
指
し
ま
す
。

〈
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
〉

８
月　

第
３
回
審
議
会

９
月　

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施

10
月　

総
合
戦
略
完
成
予
定

タ
イ
ト
ル

タ
イ
ト
ル

第
１
回
の
審
議
会
の
様
子

それぞれの立場から意見を出し合いました

◆所得制限について
　本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が
制限額以上あるときは、その年の８月分から翌
年７月分までの手当が支給停止となります。

◆所得状況届の提出について
　手当を受給中の方は、毎年８月に「所得状況
届」を提出してください。
（用紙は８月上旬にお届けします）

【お問い合せ先】 奥出雲町福祉事務所　福祉グループ 　有線：31－5124　電話：54－2541　

障害児福祉手当
月額  １４，４８０円
２０歳未満で重度の
障がいがあり、常時介
護を必要とする方
（施設入所者を除く）

特別児童扶養手当
月額　１級 ５１，１００円
　　　2級 ３４，０３０円
２０歳未満の障がい児
の父母等が、当該児童
を監護・養育する場合
（施設入所者を除く）

特別障害者手当
月額　２６，６２０円

２０歳以上で著しく重度の障がいが
あり、常時特別な介護を必要とする方
（施設入所者や病院等に継続して３ヵ
月を超えて入院している方を除く）

障がいをお持ちの方へ手当を支給します障がいをお持ちの方へ手当を支給します

◆手当を受けることができる人（支給要件）
次の要件に該当する児童を養育している母、父または父母に代わって養育している人です。
　１．【年齢】満１８歳に達した年度の３月３１日まで
　２．【状況】児童がつぎの①～⑨のいずれかに該当していること

①父母が離婚している ②父または母が死亡している　　　　　　
③父または母が重度の障害にある ④父または母の生死が不明である　　　
⑤父または母が子育てを放棄している ⑥父または母が裁判所からDV保護命令を受けて
⑦父または母が1年以上拘禁されている 　いる
⑧婚姻によらないで生まれた ⑨棄児などで父母がいるかいないか明らかでない

◆手当額（月額）について  　　 ◆所得制限について
　・全部支給：４２，０００円   前年の所得が一定額以上あるときは、その年度
　・一部支給：４１，９９０円～９，９１０円 （８月から翌年の７月まで）に手当の一部または
      全部が支給停止となります。
　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆現況届の提出について
支給認定を受けている方は、毎年８月に「現況届」
を提出してください。

【お問い合せ先】 奥出雲町福祉事務所　福祉グループ 　有線：31－5124　電話：54－2541　

ひとり親家庭を支援しますひとり親家庭を支援します 児童扶養手当制度児童扶養手当制度
～ひとり親家庭の生活の安定と児童のすこやかな成長を支援する～～ひとり親家庭の生活の安定と児童のすこやかな成長を支援する～

31－5374

若
も
ん
未
来
会
議
を
開
催
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も
ん
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開
催

ま
ち
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ひ
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ご
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・
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山
陰
酸
素
工
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株
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下
刈
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作
業

山
陰
酸
素
工
業（
株
）が

下
刈
り
作
業

※上記は、対象児童が1人の場合です。　　　　
第２子については、月額５，０００円　　　　　　　　　　　　　
第３子以降については、１人月額３，０００円　  
ずつ加算されます。　　　　　　　　　　　　　　 　　

役
場
か
ら
の
お
知
ら
せ


